
掲　載　内　容

１　法人運営についての指定基準
２　定款についての指定基準
３　特定社会福祉法人における内部管理体制の整備
４　評議員・評議員会
５　評議員会の招集・運営
６　理事・理事長
７　理事会の招集・運営
８　会計監査人
９　監　事
10　公益事業
11　収益事業
12　評議員、理事、監事及び会計監査人の報酬
13　役員報酬等支給基準
14　資産管理
15　人事管理
16　地域における公益的な取り組み
17　社会福祉充実計画
18　福祉サービスに関する苦情解決の仕組みへの取
　　組と第三者委員
19　予　算
20　決　算 

第１　法人運営に関する事項
１　評議員会の日時・場所（議題・議案）を決定する場合
２　従たる事務所を設置する場合
３　従たる事務所を廃止する場合
４　重要な組織を設置（変更）する場合
５　重要な組織を廃止する場合
６　内部管理体制を決定する場合
７　公益事業の運営に関する決定をする場合
８　収益事業の運営に関する決定をする場合
９　競業取引を承認する場合
10　利益相反取引を承認する場合 

第２　役員等に関する事項
11　理事長・執行理事の変更（選定・解職）をする場合
12　理事の候補者を選定する場合
13　理事に権限を委任する場合
14　施設長等の「重要な役割を担う職員」の変更（選任
　　・解任）をする場合
 

第３　財務・計画・報告に関する事項
18　借入金の決議をする場合
19　予算（案）の決議をする場合
20　事業報告の承認をする場合
21　監査報告を受ける場合
22　基本財産の処分等に関する決定をする場合
23　基本財産以外の資産の管理運営についての基準
　　や手続を決定する場合
24　計算書類の報告を承認する場合 

第４　その他
25　役員・会計監査人の損害賠償責任の一部を免除す
　　る場合
26　理事に委任できない業務執行を決定する場合
27　第三者委員の選考をする場合
28　社会福祉充実計画を策定する場合 

第１　法人運営に関する事項
29　定款変更の決議をする場合
30　社会福祉充実計画を承認する場合 

第２　役員等に関する事項
31　理事の変更（選任・解任）をする場合
32　監事の変更（選任・解任）をする場合
33　会計監査人の変更（選任・解任）をする場合
34　役員報酬等支給基準を承認する場合 

第３　財務に関する事項
35　計算書類及び財産目録の承認をする場合
36　基本財産の処分等を決定する場合
37　予算の承認をする場合 

第４　その他
38　役員等の損害賠償責任を免除する場合
39　役員等の損害賠償責任の一部を免除する場合
40　第三者委員の選任について諮問する場合
41　地域における公益的な取組を行う場合 

15　監事の候補者を選定する場合
16　会計監査人の候補者を選定する場合
17　会計監査人の報酬額を決定する場合

第１章　総　論 

第２章　理事会議事録 

第３章　評議員会議事録 
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１ 法人運営についての指定基準

(１) 法人運営に関する基本的な枠組み

社会福祉法人の業務執行は、以下の根拠に基づいて行われます。

① 社会福祉法関係法令

② 関係通知

③ 定款

④ 法人で定めた内部規程等

これらを踏まえ、理事会の決定を経て、理事長などが業務を遂行し

ます。

(２) 法令で定められた牽制機能

法人内部における業務執行の牽制機能として、以下の仕組みが法令

で定められています。

① 理事会：理事長等の監督、選定・解職

② 評議員会：定款変更、計算書類の承認、理事の選任・解任

③ 監事：理事の職務に関する監査

④ 会計監査人：会計に関する監査

(３) 指導監査における確認内容

指導監査では、これらの牽制機能が適切に機能しているかを確認し

ます。

主に社会福祉法人の「指導監査ガイドライン」（平29・４・27雇児発0427

第７・社援発0427第１・老発0427第１別添の別紙）（以下「ガイドライン」と

いいます。）に定められた事項が確認対象となりますが、必要に応じて

ガイドライン以外の事項についても確認が行われる場合があります。

(４) 違反があった場合の指導の種類と対応

確認の結果、法人に内部規程等の違反が見受けられた場合には、以

下の方法で指導が行われます。

第１章 総 論 3
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モデル文例

第〇号議案 〇〇施設長の退任の件

第〇号議案 新施設長の選任の件

議 長：それでは、第〇号議案 〇〇施設長の退任について、事務局よ

り説明をお願いします。

事務局：〇〇施設長より、一身上の都合により今年度３月末をもって施

設長を退任したい旨の申出がありました。つきましては、〇〇

施設長の退任を受理することについて、ご審議をお願いいたし

ます。

議 長：ただいまの説明について、ご意見やご質問はございますか。

理 事：〇〇施設長の永年のご尽力に感謝いたします。退任の申出を受

理することでよいと思います。

議 長：他にご意見はございますか。ないようですので、採決に移りま

す。施設長におかれましては、退任後も副施設長として職員と

し、施設の運営に携わってご尽力いただけるとお聞きしており

ます。第〇号議案 〇〇施設長の退任について、原案どおり受

理することにご異議ございませんか。

（一同異議なし）

議 長：ご異議なしと認めます。第〇号議案は原案どおり承認され、〇

〇施設長の退任を受理することに決定いたしました。

続きまして、第〇号議案 新施設長の選任について、事務局よ

り説明をお願いします。

事務局：〇〇施設長の退任に伴い、新たに〇〇〇〇氏を施設長として選

任したいと存じます。〇〇〇〇氏は長年施設長として他施設で

勤務し、現場で必要な専門知識や運営に関する内容も持ち合わ

せている人物であると思われます。

（略歴説明）

本件は「重要な役割を担う職員の選任」に該当し、理事会での

決議が必要となります。また、選任後には所轄庁への変更届出

2頁
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30 社会福祉充実計画を承認する場合

(１) 社会福祉充実計画の承認申請のために必要な評議員会の手続

社会福祉法人が社会福祉充実計画を策定、あるいは変更、終了する

場合、所轄庁への承認申請（前掲28参照）が必要となります（法55の２）。

また、その手続に先立って、①理事会での社会福祉充実計画案の承認

に係る評議員会の招集と上程議案に関する決議、②評議員会での決議

（欠席者を含めた評議員のうち、過半数以上の賛成）、承認が必要です

（法55の２⑦・55の３①③・55の４）。

(２) 社会福祉充実計画の承認申請の手続と評議員会議事録

評議員会に係る議事録の作成では、決議に係る評議員の定足数を充

足していることを明記します。あわせて、社会福祉充実計画の制度的

概要、同計画案について評議員会にて説明した旨議事録に記載します。

また、別紙として、厚生労働省が提示する社会福祉充実計画の様式例

に沿った同計画案の提示も、議案に対する評議員の理解を促すために

有効です。なお、同計画の様式（Word形式及びPDF形式のファイル）

は、厚生労働省のホームページよりダウンロードが可能です。

なお、社会福祉充実計画の策定、変更、終了は、所轄庁への承認申

請（軽微な変更については届出）が必要となります（法55の２①・55の３

①②・55の４）。また、同申請、届出には、当該事案に係る議決に関する

評議員会の議事録が必要です。そのため、所轄庁に提出する社会福祉

充実計画案の内容と同計画の承認に係る評議員会の議事録の内容にそ

ごがないことを確認する必要があります。

第３章 評議員会議事録 157
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第３ 財務に関する事項

35 計算書類及び財産目録の承認をする場合

計算書類及び財産目録の承認は理事会と評議員会で行います（法45

の28③・45の30②）。これは、決算時の計算書類及び財産目録の承認が、

社会福祉法人の業務執行の重要な決定に当たるためです（法45の13②

一）。議事録では、透明性の確保のため、質疑応答や議決の過程が正確

に記録されているかを確認することが大切です。また、監事による監

査報告は重要な役割を果たします。

監事は、法人の財務状況や業務執行が適切に行われているかを監査

し、その結果を理事会に報告するため、計算書類の監査をします（法45

の18・28）。理事会で承認された計算書類は評議員会に提出され、評議

員会でも承認を得る必要があります（法45の28・30）。

【CHECK】

⃞１ 計算書類は監事の監査を受けているか

⃞２ 重要なポイントについてのやり取りは記録されているか

⃞３ 計算書類及び財産目録は理事会と評議員会の両方の承認がある

か

モデル文例

第〇号議案 〇年度計算書類及び財産目録の承認の件

議 長：それでは第〇号議案 〇年度計算書類及び財産目録の承認につ

いて説明をしてください。

事務局：監事報告をＡ監事よりいただきます。よろしくお願いいたしま

す。
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を速やかに行う予定です。つきましては、〇〇〇〇氏を新施設

長として選任することについて、ご審議をお願いいたします。

議 長：ただいまの説明について、ご意見やご質問はございますか。

（議 論）

議 長：他にご意見はございませんか。それでは採決を取ります。第〇

号議案 新施設長の選任について、〇〇〇〇氏を新施設長に選

任することに賛成の方は挙手をお願いします。

（全員賛成）

議 長：全員賛成と認めます。よって、第〇号議案は原案どおり承認さ

れ、〇〇〇〇氏を新施設長に選任することに決定いたしました。

�ポイント�

① 社会福祉法45条の13第４項により、施設長のような重要な役職に就く

職員の選任は理事会の専決事項とされており、理事長が他の理事や職員

に委任することはできません。理事会での正式な議決を経て行う必要が

あります。

② 施設長変更は、登記変更とは異なりますが、法人運営上の重要事項で

あり、届出を怠ると自治体等の管轄諸官庁の監査時に指摘を受ける可能

性があります。選任・解任の決議後は、遅滞なく所轄庁への届出を行う

ことが重要です。

③ 施設長の条件として、経験年数、保有資格、地域福祉に対する理解な

ど、実務に即した基準を基に確認し、議事録にも略歴や経歴の記録を残

すことで、外部からの評価にも耐える客観性を確保できます。

第２章 理事会議事録102

4頁〔SFB0014〕【東陽(幸内)】

SFB0014.smd  Page 2 26/02/03 10:02  v4.00
･偶数 A5･柱罫有･01A．honbun･14Q×31倍×横1段･25Q×27行･無線綴じ･セット済社福議事録

14 施設長等の「重要な役割を担う職員」の変更（選

任・解任）をする場合

施設長の解任・選任については、理事会での決議が原則として必要

であり、評議員会の承認は通常不要です。

社会福祉法45条の13第４項に書かれている「理事会は、次に掲げる

事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができな

い」という条文の意味は、理事会の専決事項を示しています。つまり、

理事会が決定しなければならない重要な業務や事項については、理事

長等（一人の理事）や職員にその権限を委任することができないとい

うことです。

現場の責任者である施設長等は、当然ながら誰でも認められるもの

ではありません。

その任命に当たっては、これまでの経歴、経験、保有資格等、一定

の条件を満たしていることが求められます。

これらの条件を満たした者について、理事会の選任を経て正式に決

定し、その後、所轄庁へ届出を行う必要があります。

【CHECK】

⃞１ 施設長の選定は理事会の決議を通っているか

⃞２ 理事会で決定後、所轄庁への届出は行ったか

⃞３ 新任者が施設長等として必要な資格や経験を有しているか
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